
　町が実施する各種支援事業を「就職」や「結婚」などライフステージごとに取りまとめ
たパンフレットを作成しました。ぜひ、お手元に保存いただき、各種支援事業の活用にお
役立てください。
※一部国や県が実施するもので、町が窓口になっている支援事業を含みます。
※�このパンフレットは令和8年４月１日現在の情報を掲載しています。各支援事業については、
予算に限りがある場合や、内容に変更がある場合がありますので、記載の問合せ先にご確認
ください。

ライフステージ別

就職 結婚 住居 出産

障がい高齢者介護 小・中学校高校・進学

保育園子育て

医療(病気)

大石田町支援事業大石田町支援事業
パンフレットパンフレット

（令和8年４月現在）

令和8年度令和8年度



事業名／問合せ先 概　　要 対　　象 金　額　等

資格取得支援事業／
　みらい共創戦略課　商工観光Ｇ
　☎３５－２１１１（内線１５３）

仕事の能力向上の
ため資格を取得す
る費用の１／２を
助成します。

町内に住所を有して
いて就労のために資
格を取得する方

１／２助成
※�求職者及び非正規雇用
者は上限１０万円・正規
雇用者は上限５万円

新事業チャレンジ支援事業／
　みらい共創戦略課　商工観光Ｇ　　
　☎３５－２１１１（内線１５２）

新規事業への設備
投資や研究開発等
に要する経費に対
して助成します。

新製品や新技術の開
発、新分野への進出
に取り組む事業者（６
次産業化含む）

上限５０万円
※�一定の要件を満たすと
上限6０万円

新規就農者育成総合対策事業／
　農林課　農政Ｇ
　☎３５－２１１１（内線１４２）

次世代を担う農業
者となることに強
い意欲のある方に
就農直後の経営を
支援します。

５０歳未満の認定新規
就農者（その他要件
あり）

①経営開始資金 最長
　３年最大１6５万円（各年）
②農業用機械等購入費用
　の３／４で上限7５０万円

元気な新規就農者支援事業／
　農林課　農政Ｇ
　☎３５－２１１１（内線１４２）

新規就農者が経営
発展のために整備
する農業機械等の
購入費用の一部を
助成します。

就農から５年以内の
認定新規就農者（そ
の他要件あり）

①�農業用機械等購入（リース・
レンタル）費用の１／２（町
外在住者は１/４）
②�農地賃借料の１／２（町外
在住者は１/４）
③�助成額（①+②）の上限は、
２５０万円（町外在住者は上限
１００万円）

親元就農支援事業／
　農林課　農政Ｇ
　☎３５－２１１１（内線１４２）

親元就農した農業
後継者の就農直後
の経営を支援します。

町内在住の認定新規
就農者又は認定農業
者で認定後３年を経
過しない方（認定時
点で５０歳未満の方）
（その他要件あり）

５０万円（１回のみ）

就農移住者支援事業／
　農林課　農政Ｇ
　☎３５－２１１１（内線１４２）

町内に移住後に就
農のための研修を
受ける場合に生活
費等を支援します。

町内に移住後に就農
を希望する方で、就
農のための研修を受
ける方（就農予定時
に５０歳未満の方）

①生活費
　単身１０万円/月
　夫婦１５万円/月
②住居費�
　家賃等上限３万円/月
③車両費�車両借上料
　上限４万円/月
　車両維持費
　定額１万円/月
※最長２４か月

新規狩猟者確保対策事業／
　農林課　農村整備Ｇ
　☎３５－２１１１（内線１４４）

狩猟免許の取得に
要する経費に対し
て補助金を交付し
ます。

・�新たに狩猟免許を
取得した方で、町
猟友会に入会し、
５年間従事するこ
とができる方
・�大石田猟友会員

下記①～⑤の対象額の合
計金額で上限１０万円
①�狩猟免許取得経費
②�銃所持許可取得経費
③�銃器、銃保管庫等購入経
費の１／２（上限５万円）
④�猟友会入会費
⑤�医師診断書料

拡充

拡充

NEW!!

NEW!!

就 職 支 援
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事業名／問合せ先 概　　要 対　　象 金　額　等

定住促進助成事業／
　企画情報課　政策企画Ｇ
　☎３５－２１１１（内線２２３）

住宅を新築又は新築・中古
住宅を購入する方に助成金
を交付します。

住宅を新築又は新築
や中古住宅を購入す
る方

新築住宅：
� 上限２００万円
中古住宅：
� 上限１５０万円

空き家バンク登録促進事業／
　町民税務課　生活安全Ｇ
　☎３５－２１１１（内線１３１）

登録した方を対象に、家財
道具の処分や庭木の手入れ
などに要する費用の一部を
補助します。

空き家バンクに登録
した方

家財道具処分等の対
象経費（上限３万円）

空き家バンク活用促進事業／
　町民税務課　生活安全Ｇ
　☎３５－２１１１（内線１３１）

空き家バンクを通して契約
された物件のリフォーム費
用の一部を補助します。

空き家バンク登録物
件購入等の契約をし
た方

対象経費の１／２
（上限５０万円）

不良住宅除却促進事業／
　町民税務課　生活安全Ｇ
　☎３５－２１１１（内線１３１）

危険な状態の空き家の除却
（解体）に要する費用の一
部を補助します。

危険空き家を除却する方
※�あらかじめ空き家
等対策審議会で認
定を受ける必要が
あります。

対象経費の8／１０
（上限５０万円）

小型除雪機購入費補助事業／
　企画情報課　政策企画Ｇ
　☎３５－２１１１（内線２２３）

小型除雪機等を購入する場
合、購入費の一部を補助し
ます。

家庭用除雪機械
購入者

対象経費の１／１０
（上限１０万円）

再生可能エネルギー設備
導入事業／
　町民税務課　生活安全Ｇ
　☎３５－２１１１（内線１３１）

再生可能エネルギー設備の
設置に対して、補助金を交
付します。

再生可能エネルギー
設備（太陽光パネル、
木質バイオマス燃焼
機器）設置者

太陽光発電設備：
公称最大出力１kw
当たり３万円（上限
１０万円）
木質バイオマス燃焼
機器：
設置費用の１／６
（上限１０万円）

事業名／問合せ先 概　　要 対　　象 金　額　等

結婚新生活支援事業／
　企画情報課　政策企画Ｇ
　☎３５－２１１１（内線２２２）

結婚に伴う新生活スタート
のための費用（家賃、引越
費用など）を支援します。

令和8年４月１日
～令和9年３月３１
日に入籍した世帯
（所得・年齢制限・
諸条件あり）

婚姻時点で夫婦ともに
２9歳以下の世帯：

上限6０万円
その他の世帯：

上限３０万円

結婚祝品事業／
　町民税務課　住民G
　☎３５－２１１１（内線１２２）

結婚生活をスタートする夫
妻への祝品を贈呈します。

婚姻届提出時又は婚
姻を機に町内に住所
を有した夫妻で引き
続き居住する方

町振興公社共通利用
券５万円分

Aiナビやまがた登録
推進補助金／
　企画情報課　政策企画Ｇ
　☎３５－２１１１（内線２２２）

やまがたハッピーサポート
センターが運営する婚活
マッチングサイトAiナビ
やまがたの登録に係る費用
を助成します。

町内に住所を有して
いる方

登録にかかった費用
（上限１万円）

結 婚 支 援

住 居 支 援
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事業名／問合せ先 概　　要 対　　象 金　額　等

生ごみ減量用機器購入助成／
　町民税務課
　生活安全Ｇ（町衛連事務局）
　☎３５－２１１１（内線１３１）

台所等から排出される生ご
みを堆肥化するための、生
ごみ減量機器の購入に対し
て補助金を交付します。

生ごみ減量機器の購
入者

電気式：
対象経費の１／２
（上限２万円）
コンポスター：
対象経費の１／２
（上限３,０００円）

住宅リフォーム総合支援事業／
　建設課　管理Ｇ
　☎３５－２１１１（内線２３３）

一定の要件を満たした住宅
リフォーム工事に対して補
助金を交付します。

対象事業実施者 ４万円～6５万円

耐震診断事業／
　建設課　管理Ｇ
　☎３５－２１１１（内線２３３）

住宅の耐震性能診断に対し
て補助金を交付します。

耐震診断をした方
※�補助の対象には計
画の策定を含みます

上限１３万6,０００円

耐震改修事業／
　建設課　管理Ｇ
　☎３５－２１１１（内線２３３）

住宅の耐震診断に基づき
耐震性能を確保する改修
工事に対して補助金を交
付します。

耐震改修をした方
※�あらかじめ耐震診
断を受ける必要が
あります。

上限１４０万円

減災対策事業／
　建設課　管理Ｇ
　☎３５－２１１１（内線２３３）

一定の要件を満たした住宅
の減災対策改修または、耐
震用設備の設置に対して補
助します。

減災対策改修または
耐震用設備を設置し
た方
※�あらかじめ耐震診
断を受ける必要が
あります。

上限３０万円

浄化槽設置整備事業／
　建設課　建設Ｇ
　☎３５－２１１１（内線２４１）

下水道区域外及び農業集落
排水区域外で既存住宅に新
規に浄化槽を設置する場合
に補助金を交付します。

浄化槽設置者 ５人槽４１万４,０００円まで
ほか

浄化槽整備促進事業／
　建設課　建設Ｇ
　☎３５－２１１１（内線２４１）

浄化槽設置整備事業補助金
を受ける場合に補助金を交
付します。

浄化槽設置者 ５人槽１6万円まで
ほか

代替地登録制度／
　建設課　治水定住対策G
　☎３５－２１１１（内線２４４）

公共事業用地の代替地とし
て譲渡可能な土地の情報を
町で取りまとめ、事業用地
提供者等からの要望があっ
た場合に代替地の候補地と
して情報提供を行います。

最上川緊急治水対策
プロジェクト事業に
より土地建物を提供
される方

代替地となる情報提供

住 居 支 援

拡充

拡充

拡充
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出 産 支 援
事業名／問合せ先 概　　要 対　　象 金　額　等

不育症検査・治療費用助成
事業／
　保健福祉課　保健衛生Ｇ
　☎３５－２１１１（内線１68）

妊娠しても流産・死
産を繰り返す「不育症」
の治療に取り組んで
いる夫婦に対して検
査・治療費の一部を
助成します。

不育症（疑いを含
む）のため専門医
療機関を受診して
いる方（他要件あ
り）

①�公的医療保険適用外の不
育症検査・治療

②�公的医療保険適用のうち、
ヘパリン療法に要した費
用の自己負担分

③�不育症医療機関受診等証
明書文書料：

　１夫婦当たり年度内の
　上限額１０万円

不妊治療費用助成事業／
　保健福祉課　保健衛生Ｇ
　☎３５－２１１１（内線１68）

不妊治療（生殖補助
医療）を受けている
夫婦の不妊治療費用
の一部を助成します。

生殖補助治療以外
の治療によって
は、妊娠の見込み
が無いか、極めて
少ないと診断され
た方（他要件あり）

①�公的医療保険が適用とな
る生殖補助医療に併用し
て実施する先進医療：

　１回につき上限１０万円まで
②�年齢や回数制限で公的医
療保険適用外となった生
殖補助医療及び先進医療：

　１回につき上限３０万円

出産祝金事業／
　保健福祉課　子育て支援Ｇ
　☎３５－２１１１（内線１66）

赤ちゃんが生まれた時に、
１人目５万円、２人目１０万
円、３人目２０万円を、４人
目以降は、１０万円ずつ上乗
せした金額を支給します。

赤ちゃんの保護者
※�転入時点で０歳
児の赤ちゃんの
保護者の方も対
象です。

１人目：５万円
２人目：１０万円
３人目：２０万円
４人目以降：１０万円ずつ上乗せ

妊婦健康診査費用助成事業／
　保健福祉課　保健衛生Ｇ
　☎３５－２１１１（内線１68）

妊婦健康診査に係る
費用の一部を助成し
ます。

町内に住所を有す
る妊婦 上限１２万8,０４０円

妊婦健康応援事業／
　保健福祉課　保健衛生Ｇ
　☎３５－２１１１（内線１68）

体調が不安定になり
やすい妊産婦の健康
保持を支援するため、
妊産婦に特化したジェ
ラートを贈呈します。

町内に住所を有す
る妊婦

VITA�GELATOマタニティ
６個セット×３回分を贈呈

多胎妊娠の健康診査費用
助成事業／
　保健福祉課　保健衛生Ｇ
　☎３５－２１１１（内線１68）

通常の妊婦健康診査
１４回を超えて行った
健康診査費用の一部
を助成します。

町内に住所を有す
る多胎妊婦

１回あたり５,０００円を上限
に最大５回まで助成

妊婦のための支援給付事業／
　保健福祉課　保健衛生Ｇ
　☎３５－２１１１（内線１68）

妊産婦を対象として経済
的な負担を軽減するため、
妊娠、出産、子育てに係る
費用の一部を助成します。

町内に住所を有す
る妊産婦

妊娠届出後：５万円
胎児の数の届出後
：５万円×胎児の数

妊産婦健診通院交通費
助成事業／
　保健福祉課　保健衛生Ｇ
　☎３５－２１１１（内線１68）

産科医療機関に通院す
るための交通費を助成
します。

町内に住所を有
し、かつ町内に居
住する妊産婦
（その他要件あり）

妊婦・産婦健康診査の往復
交通費として１回につき
２,５００円を助成

NEW!!

NEW!!
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子 育 て 支 援
事業名／問合せ先 概　　要 対　　象 金　額　等

１か月児健康診査
費用助成事業／
　保健福祉課　保健衛生Ｇ
　☎３５－２１１１（内線１68）

１か月児健康診査に係る費
用の全額を助成します。

町内に住所を有し、
原則生後２か月にな
る前日までに受診し
た乳児の保護者

全額助成

産婦健康診査費用助成事業／
　保健福祉課　保健衛生Ｇ
　☎３５－２１１１（内線１68）

産婦健康診査に係る費用の
一部を助成します。

町内に住所を有する
産婦

産後２週間、産後１か
月の健診について、１
回当たり５,０００円を上
限に最大２回まで助成

子育て世帯訪問支援事業／
　保健福祉課　子育て支援Ｇ
　☎３５－２１１１（内線１67）

家庭に訪問支援員を派遣し、
家事・育児支援を行います。

家事、子育てに不安
や負担がある家庭

１回につき５００円
（２時間以内）

親子関係形成支援事業／
　保健福祉課　子育て支援Ｇ
　☎３５－２１１１（内線１67）

ペアレント・トレーニング
の講座が受けられます。

未就学児～小学校低
学年 全額助成

ようこそ赤ちゃん応援
メッセージ・ギフト事業／
　保健福祉課　保健衛生Ｇ
　☎３５－２１１１（内線１68）

子育て応援メッセージ・ギ
フトを対象者に贈呈します。

妊婦及び生後４か月
までの乳児の保護者

子育て応援メッセージ・
ギフト

乳児家庭全戸訪問事業／
　保健福祉課　保健衛生Ｇ
　☎３５－２１１１（内線１68）

生後４か月までの乳児のい
るすべての家庭を訪問し支
援を行います。

生後４か月までの乳児
のいるすべての家庭 家庭を訪問し支援

新生児聴覚検査費用助成事業／
　保健福祉課　保健衛生Ｇ
　☎３５－２１１１（内線１68）

新生児聴覚検査費用の全額
を助成します。 新生児の保護者 全額助成

産後ケア事業／
　保健福祉課　保健衛生Ｇ
　☎３５－２１１１（内線１68）

産後の育児不安等で支援が必要な方
に、宿泊型・デイサービス型・訪問
型の産後ケアサービスを提供します。

町内に住所がある出
産後１年未満の母子

産後ケアサービス
料の一部助成

子どもの予防接種費用助成
事業／
　保健福祉課　保健衛生Ｇ
　☎３５－２１１１（内線１69）

国で定める定期予防接種と
インフルエンザ・おたふく
かぜ予防接種の費用を助成
します。

①定期予防接種
　�妊娠中・生後２か月
～高校１年生

②インフルエンザ
　生後６か月～中学３年生
③おたふくかぜ
　１歳～２歳

①定期予防接種：
　全額
②インフルエンザ：
　１回１,9００円
③おたふくかぜ
　１回３,０００円

一時預かり事業／
　子育て世代活動支援センター
　☎３５－３３7０

通院や買い物など、保護者が一
時的に家庭での保育が困難に
なった場合に児童を預かります。

生後６か月から小学
校就学前の児童の保
護者

１人当たり１時間
５００円（１回当たり
３時間まで）

こども誰でも通園制度／
　保健福祉課　子育て支援Ｇ
　☎３５－２１１１（内線１66）

保護者の就労条件に関わら
ず保育園を利用できる通園
制度です。

保育園に通っていない生
後６か月から満３歳未満
の児童とその保護者（町
内に住所がある方のみ）

１人当たり１時間３００円
（月１０時間、１日当
たり２時間まで）

NEW!!

NEW!!

NEW!!

NEW!!
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子 育 て 支 援
事業名／問合せ先 概　　要 対　　象 金　額　等

子育て支援医療給付／
　保健福祉課　子育て支援G
　☎３５－２１１１（内線１66）

０歳から高校３年生（１8歳の
誕生日以後の最初の３月３１日）
までの子どもの医療費（保険
診療分）を全額助成します。

０歳から高校３年生（１8
歳の誕生日以後の最初の
３月３１日）までの子ども

医療費（保険診療
分）を全額助成

ひとり親家庭等医療給付／
　保健福祉課　子育て支援G
　☎３５－２１１１（内線１66）

１8歳以下の児童がいるひ
とり親家庭等の医療費に
ついて、保険診療分の自己
負担額を全額助成します。

１8歳以下の児童がいるひ
とり親家庭等の医療費
※所得要件や就労要件が
あります。

医療費（保険診療
分）を全額助成

児童手当／
　保健福祉課　子育て支援Ｇ
　☎３５－２１１１（内線１66）

生まれてから高校修了ま
での児童を養育している
保護者に手当を支給します。

支給対象となる児童を養
育している保護者

児童数により支給
額が変わります。

児童扶養手当／
　保健福祉課　子育て支援Ｇ
　☎３５－２１１１（内線１66）

ひとり親家庭や、父又は
母が重度の障がい・行方
不明などの家庭に年６回
（１月、３月、５月、７月、
9月、１１月）手当を支給
します。

ひとり親家庭や、父又は
母が重度の障がい・行方
不明などの家庭

支給期間は児童が１8
歳になった年度末まで
で（児童に一定の障が
いがある場合は２０歳）、
児童数や所得額などで
支給額が変わります。

特別児童扶養手当／
　保健福祉課　子育て支援Ｇ
　☎３５－２１１１（内線１66）

心身に一定の障がいの
ある児童（２０歳未満）
を養育している方に支
給します。

心身に一定の障がいのあ
る児童（２０歳未満）を養育
している方

等級によって異な
ります。

在宅保育支援事業／
　保健福祉課　子育て支援Ｇ
　☎３５－２１１１（内線１66）

満３歳までの児童のうち、
家庭で保育をする保護者
に助成金を支給します。

出生後３か月～満３歳を
経過する子を家庭で保育
する保護者

月額５,０００円

入学準備金支給事業／
　保健福祉課　子育て支援Ｇ
　☎３５－２１１１（内線１66）

子どもの成長の節目に
入学準備金を支給します。

大石田町に引き続き居住
する意志のある以下の①
～③に該当する児童を養
育する保護者の方に支給
します。
①翌年度の４月１日に小　
　学校に入学する児童
②翌年度の４月１日に中
　学校に入学する児童
③当該年度の３月３１日に
　中学校を卒業する児童

①児童１人につき
　１万円
②児童１人につき
　３万円
③児童１人につき
　５万円

医療的ケア児に関する相談
窓口／
　保健福祉課　福祉介護Ｇ
　☎３５－２１１１（内線１6４）

医療的なケアを必要とす
る児童とその保護者に各
種支援の情報提供を行い
ます。（通院支援、災害時
支援アプリ、通所支援など）

医療的なケアを必要とす
る児童

支援ガイドブック
の配布、各種制度
の利用

ブックスタート事業／
　教育文化課　町立図書館
　☎３５－３877

０歳児健診の際、絵本
と読み聞かせ体験をプ
レゼント

０歳児 あかちゃん絵本
２冊
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事業名／問合せ先 概　　要 対　　象 金　額　等

副食費助成事業／
　保健福祉課　子育て支援Ｇ
　☎３５－２１１１（内線１66）

保育園に入所する３～５歳児
の副食費で国の免除対象外
の方に対して、町が助成し
ます。

保育園の利用者 全額

保育料助成事業／
　保健福祉課　子育て支援Ｇ
　☎３５－２１１１（内線１66）

大石田町に住所があり、大
石田町から保育認定を受け
た０～５歳のお子さんの保
育料を無償化します。

保育園の利用者
全額
（教材費等の諸費用
は負担あり）

子育て支援センター／
　保健福祉課　子育て支援Ｇ
　☎３５－２１１１（内線6４２）

子ども同士や親子で一緒に
遊べる施設です。様々なイ
ベントも開催しています。
また、育児相談も随時受け
付けています。

就学前の児童及び
保護者 利用料無料

保 育 園 支 援

小・中学校支援
事業名／問合せ先 概　　要 対　　象 金　額　等

子どもスキルアップ支援事業／
　教育文化課　学校教育Ｇ
　☎３５－２１１１（内線２５２）

中学生の習い事などの月
謝等の費用を助成します。

町内に住所を有する中学
生の保護者

子ども１人当た
り月額５,０００円
上限（年間最大
６万円）
※�当該年度に支払っ
た月謝が対象

歯科パノラマX線写真
検査事業／
　保健福祉課　保健衛生Ｇ
　☎３５－２１１１（内線１68）

歯の生え変わり時期のト
ラブルを早期発見するた
め、歯科X線写真検査費
用を助成します。

小学３・４年生 全額助成

要保護及び準要保護児童
生徒就学援助事業／
　教育文化課　学校教育Ｇ
　☎３５－２１１１（内線２５５）

経済的な理由により、小・
中学校への就学が困難と
認められる児童生徒の保
護者に対して、学用品費・
学校給食費など学校に係
る費用の一部を援助する
制度です。

町内の小・中学校に在学す
る児童生徒で、生活保護法
に準ずる程度に生活が困
窮しており、町教育委員会
が援助の必要を認めた（要
保護・準要保護児童生徒認
定基準事項に該当する）世
帯のお子さんの保護者

学用品費、学校
給食費など国で
定めた基準をも
とに、就学援助
費を算定してい
ます。

小中学校における修学旅行の
応援金支給事業／
　教育文化課　学校教育Ｇ
　☎３５－２１１１（内線２５５）

修学旅行に要する経費の
一部を支給し、保護者の
負担軽減及び義務教育の
円滑な運営を図るための
制度です。

町内の小・中学校に就学
している児童及び生徒の
うち、修学旅行に参加し
た者の保護者又はやむを
得ない事由により、修学
旅行を中止されたことに
より発生するキャンセル
料を負担する保護者

支給対象
児童１人当たり
� ：５,０００円
生徒１人当たり
� ：２万円

NEW!!

NEW!!
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高校・進学支援
事業名／問合せ先 概　　要 対　　象 金　額　等

私立高等学校生徒学費
補助事業／
　教育文化課　学校教育Ｇ
　☎３５－２１１１（内線２５２）

私立高等学校に在学してい
る生徒の就学に係る保護者
等の負担軽減を図るための
制度です。

毎年６月１日において、私
立高等学校に在学している
生徒を有し、大石田町に住
所を有する保護者等で、そ
の世帯が、大石田町私立高
等学校生徒学費補助金交付
規程第３条に該当する方

私立高等学校に在学
する生徒１人につき
年額２万円以内

就職促進奨学金返還支援
事業（Uターン促進型）／
　企画情報課　政策企画Ｇ
　☎３５－２１１１（内線２２３）
　�山形県産業労働部産業創
造振興課
　☎０２３－6３０－２３6０

県外で就職した後に県内へ
Uターンして一定期間居住・
就業した方に対して、奨学
金の返還支援のための助成
候補者を募集します。

⑴、⑵のいずれかに該当
する方※（その他要件あり）
⑴山形県内に居住しなが
ら県内の高等学校等を卒
業し、日本国内に所在す
る大学などを卒業した方
⑵県内に所在する大学等
を卒業した方

県内への居住・就業
を開始した時点の奨
学金の返還残額（上
限6０万円）

就職促進奨学金返還支援
事業（Uターン促進型）／
　企画情報課　政策企画Ｇ
　☎３５－２１１１（内線２２３）
　�山形県産業労働部産業創
造振興課
　☎０２３－6３０－２３6０

大学卒業後に一定期間居
住・就業した方に対して、
奨学金の返還支援のための
助成候補者を募集します。

⑴、⑵のいずれかに該当する方
※（その他要件あり）
⑴山形県内に居住しなが
ら県内の高等学校等を卒
業し、日本国内に所在す
る大学などを卒業した方
⑵県内に所在する大学等
を卒業した方

⑴、⑵のいずれか低い金額
⑴２万６千円×令和8年４
月以降に奨学金の貸与を受
けた月数
⑵県内居住・就業から３年
経過後の奨学金の返還残額
（有利子貸与奨学金の場合
は利子分を除く）

小・中学校支援
事業名／問合せ先 概　　要 対　　象 金　額　等

特別支援教育就学奨励事業／
　教育文化課　学校教育Ｇ
　☎３５－２１１１（内線２５５）

小・中学校の特別支援学級等
に在籍している児童生徒の保
護者に対して、学用品費・学
校給食費など、学校に係る費
用の一部を補助し、経済的負
担を軽減するための制度です。

町内の小・中学校の特別
支援学級等に在籍してい
る児童生徒の保護者（世
帯の収入状況を調査し認
定します。）

学用品費、学校
給食費など国で
定めた基準をも
とに、就学奨励
費を算定してい
ます。

学校給食費支援事業(町立小
・中学校）／
　教育文化課　学校教育Ｇ
　給食センター
　☎３５－２０５9

学校給食費の全額を助成
します。

大石田町立小・中学校に
在籍している児童生徒の
保護者

１食当たり
小学校３５０円
中学校３9０円

学校給食費支援事業（町立小
・中学校以外）／
　教育文化課　学校教育Ｇ
　給食センター
　☎３５－２０５9

学校給食費の全額を助成
します。

町内に住所を有し、町外
の小・中学校に在籍して
いる児童生徒の保護者

児童生徒の保護者
が負担する学校給
食費の年額（その
他の給付を受けた
場合は、その給付
額を除いた金額）

学力向上支援事業／
　教育文化課　学校教育Ｇ
　☎３５－２１１１（内線２５２）

小・中学生、高校生の保護者
を対象に実用英語技能検定、
日本漢字能力検定、実用数学
技能検定の受験料を助成します。

町内の小・中学生または
町内に住所を有する小・
中学生、高校生の保護者

受験料を全額助成（実
用英語技能検定、日
本漢字能力検定、実
用数学技能検定のみ）
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障がい者支援
事業名／問合せ先 概　　要 対　　象 金　額　等

身体障害者手帳に関する
手続き／
　保健福祉課　福祉介護Ｇ
　☎３５－２１１１（内線１64）

身体障害者手帳は、
身体機能に一定の障
がいがあることを証
明するもので、各種
福祉制度を利用する
際に必要です。

目、耳、口、手足、内臓
などに一定程度以上の永
続する障がいを有すると
判定された方

税金、公共料金など
各種優遇措置があり
ます。障がい者雇用
や福祉サービスの円
滑利用が可能です。

療育手帳に関する手続き／
　保健福祉課　福祉介護Ｇ
　☎３５－２１１１（内線１64）

療育手帳は、知的機
能に障がいがあり、
社会生活上の適応障
がいがあると判定さ
れた方に交付します。

知的機能に障がいがあり、
社会生活上の適応障がい
がある方

税金、公共料金など
各種優遇措置があり
ます。障がい者雇用
や福祉サービスの円
滑利用が可能です。

精神障害者保健福祉手帳に
関する手続き／
　保健福祉課　福祉介護Ｇ
　☎３５－２１１１（内線１64）

精神障害者保健福祉
手帳は、一定程度の
精神障がいがあるこ
とを認定した方に交
付します。

精神障がいのため、長期
にわたり日常生活又は社
会生活への制約がある方

税金、公共料金など
各種優遇措置があり
ます。障がい者雇用
や福祉サービスの円
滑利用が可能です。

重度心身障がい（児）者
医療給付／
　保健福祉課　子育て支援Ｇ
　☎３５－２１１１（内線１66）

重度な障がいをお持
ちの方の医療費に、
保険診療分の自己負
担額を助成します。

身体障害者手帳１・２級、
療育手帳Ａ、精神障害者
保健福祉手帳１級をお持
ちの方

本人と扶養者の所得
税が課税：自己負担
金あり（保険診療分
の１割）
非課税：自己負担金
なし（保険診療分）

医療（病気）支援
事業名／問合せ先 概　　要 対　　象 金　額　等

医療用ウイッグ及び
乳房補整具購入費助成事業／
　保健福祉課　保健衛生Ｇ
　☎３５－２１１１（内線１70）

がん治療に伴う外見
の悩みや経済的負担
を軽減するため購入
費用の一部を助成し
ます。

町内に住所を有し、がんの
治療を受けている又は受け
ていた方で、令和7年度以
前にがん患者医療用ウイッ
グ・乳房補整具購入費助成
事業実施要綱による助成を
受けていない方

ウイッグ：
２万円又は購入経
費の１／２の額の
いずれか低い額
補整具：
１万円又は購入経
費の１／２の額の
いずれか低い額

重粒子線がん治療費
助成事業／
　保健福祉課　保健衛生Ｇ
　☎３５－２１１１（内線１68）

山形大学医学部附属
病院で公的医療保険
対象外の重粒子線が
ん治療を受けた方に、
治療に要した経費の
一部を助成します。

公的医療保険対象外の治
療で、先進医療特約保険
に加入していない方（所
得制限あり）

上限6２万8,000円

骨髄移植ドナー助成事業／
　保健福祉課　保健衛生Ｇ
　☎３５－２１１１（内線１68）

公益財団法人日本骨
髄バンクが実施する
事業において、骨髄
等の提供を行った方
に助成金を交付します。

骨髄等の提供日に町内に
住所を有しており、勤務
する事業所に骨髄提供を
行うための休暇制度がな
い方。町税の滞納がない方。

骨髄等の提供に係
る通院、入院で１
日２万円、7日間
（１4万円）限度
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障がい者支援
事業名／問合せ先 概　　要 対　　象 金　額　等

自立支援医療制度
（更生医療・育成医療）／
　保健福祉課　福祉介護Ｇ
　☎３５－２１１１（内線１6４）

身体上の障がいを
軽くしたり、取り
除いたりする手術
等の医療費負担を
軽減します。

更生医療：
１8歳以上の身体障害者手帳所持者
育成医療：
１8歳未満の身体に障がいを有する
児童

指定した医療機関
と薬局の窓口負担
が原則１割になり
ます。
（負担上限月額あり）

自立支援医療制度
（精神通院医療）／
　保健福祉課　福祉介護Ｇ
　☎３５－２１１１（内線１6４）

精神通院に係る医
療費（診療費と薬
代）の自己負担を
原則１割に軽減し
ます。

精神疾患の治療や再発防止のため
に継続的に通院医療が必要な方

指定した医療機関
と薬局の窓口負担
が原則１割になり
ます。
（負担上限月額あり）

補装具の購入等費用の
支給／
　保健福祉課　福祉介護Ｇ
　☎３５－２１１１（内線１6４）

補聴器や義足など、
身体障がいに応じ
た補装具購入に係
る費用を支給します。

身体障害者手帳所持者

補装具に応じて定
められている基準
額の9割を支給し
ます。
（負担上限月額あり）

日常生活用具給付等
事業／
　保健福祉課　福祉介護Ｇ
　☎３５－２１１１（内線１6４）

ストマ用装具、入
浴補助用具、特殊
寝台など障がいに
応じて、自立した
日常生活に必要な
用具を支給します。

身体障害者手帳所持者
用具に応じて定めら
れている基準額の9
割を支給します。
（負担上限月額あり）

福祉タクシー事業／
　保健福祉課　福祉介護Ｇ
　☎３５－２１１１（内線１6４）

身体障がい者及び
知的障がい者にタ
クシー券を交付し
ます。

次の障害者手帳所持者等
●�下肢・移動機能障がい１～４級
●�視覚・体幹・内部障がい１～３級
●�療育手帳Ａ
●�療育手帳Ｂ
●�障害年金を受給している１8歳
以上の方で自動車運転免許を
取得していない方

タクシー券１枚に
つき５００円を助成
（交付上限４8枚）

障がい福祉サービス／
　保健福祉課　福祉介護Ｇ
　☎３５－２１１１（内線１6４）

障がいのある方の
状況にあったサービ
スを申請に応じて給
付します。
※�ホームヘルプ、
ショートステイ、
就労支援、通所
など

社会生活上、介護や訓練が必要
な障がいのある方

サービスに係る費
用の9割を支給し
ます。（負担上限月
額あり）

通所特定費用助成／
　保健福祉課　福祉介護Ｇ
　☎３５－２１１１（内線１6４）

児童発達支援事業
所等にて提供され
る食事に係る実費
負担分に対して助
成します。

児童発達支援等を利用している
児童のうち、満３歳になって初め
ての４月１日から小学校就学前ま
での児童の保護者

食事の提供に係る費
用として支払った金
額。ただし、対象
児童１人につき、１
か月当たり４,9００円
を限度とします。
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障がい者支援
事業名／問合せ先 概　　要 対　　象 金　額　等

障害児福祉手当・特別障害者
手当／
　保健福祉課　福祉介護Ｇ
　☎３５－２１１１（内線１6４）

重度障がいのため、日
常生活で常時介護を必
要とする方に対して手
当を支給します。

重度の障がいがあるた
め、日常生活で常時介
護が必要な在宅の方
※特別障害者手当
� …２０歳以上
　障害児福祉手当
� …２０歳未満

国が定める金額を年
４回に分けて支給し
ます。
※�所得制限があります。

軽度・中等度難聴児に対する
補聴器購入補助事業／
　保健福祉課　福祉介護Ｇ
　☎３５－２１１１（内線１6４）

身体障害者手帳の交付対
象とならない軽度及び中
等度の難聴児に係る補聴
器購入費用を助成します。

１8歳未満の難聴児で、補
聴器の装用により、言語
習得等一定の効果が期待
できると医師が判断した方

補聴器の種類に応じ
て定められている基
準額の２／３を限度
として支給します。

障がい者等自動車改造費
助成事業／
　保健福祉課　福祉介護Ｇ
　☎３５－２１１１（内線１6４）

身体障がい者又は障が
い者介護用の自動車改
造費等に係る費用を助
成します。

障がい者等又は障がい
者等と生計を一にする
者で、身体障がい者の
自立や介護者の負担軽
減のため自動車の改造
が必要な方

①�身体障がい者用自動車
（本人運転・所有）
⇒�改造費用上限１０万円
②�重度身体障がい者介
護用自動車（本人又
は家族所有）
⇒�改造費用又は購入費
用（同型車との差額）
上限２０万円

事業名／問合せ先 概　　要 対　　象 金　額　等

一人暮らし高齢者等除雪費
助成金支給事業／
　保健福祉課　福祉介護Ｇ
　☎３５－２１１１（内線１6２）

自力で除雪できない
一人暮らし高齢者等
に対して、除雪に要
した費用の全部又は
一部を助成します。

6５歳以上高齢者世帯等

課税世帯：１万円

非課税世帯：３万円
※�豪雪対策本部設置の
場合：４万５,０００円

暖房費助成事業／
　保健福祉課　福祉介護Ｇ
　☎３５－２１１１（内線１6２）

生活困窮世帯等を対
象に暖房に要する費
用の一部を助成します。

6５歳以上高齢者世帯等 １万円

高齢者世帯等エアコン購入
費用助成事業／
　保健福祉課　福祉介護Ｇ
　☎３５－２１１１（内線１6２）

エアコン未設置の高
齢者世帯等に対し、
購入費用の一部を助
成します。

6５歳以上高齢者世帯等で
エアコン未設置世帯 上限５万円

長寿祝金祝品支給事業／
　保健福祉課　福祉介護Ｇ
　☎３５－２１１１（内線１6２）

町内に居住する高齢者に
対し、長寿祝金、祝品を
支給し、長寿を祝福します。

数え88歳、数え99歳、
数え１００歳

数え �88歳：５,０００円
数え�99歳：１万円
数え１００歳：１０万円

高齢者タクシー事業／
　保健福祉課　福祉介護Ｇ
　☎３５－２１１１（内線１6２）

7０歳以上の高齢者世帯で、
自家用車を所有していな
い、又は運転できない方
にタクシー券を配布します。

7０歳以上高齢者
タクシー券１枚につ
き５００円を助成
（交付上限４8枚）

高 齢 者 支 援

拡充
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事業名／問合せ先 概　　要 対　　象 金　額　等

リフト付タクシー事業／
　保健福祉課　福祉介護Ｇ
　☎３５－２１１１（内線１6４）

リフト付タクシーを利用
する場合に利用料金の一
部を助成します。

在宅で介護４又は介護５
の認定を受けた方
身体障害者手帳１級又は
２級の交付を受けた方

タクシー券１枚につ
き５,０００円を助成
（交付上限１２枚）

緊急通報支援事業／
　保健福祉課　福祉介護Ｇ
　☎３５－２１１１（内線１6２）

一人暮らし高齢者等の急病、事
故及び火災等の緊急事態に対処
するため、緊急通報システムの
利用料の全額を町が負担します。

6５歳以上の一人暮ら
し高齢者等 全額（機器利用料）

高齢者の予防接種費用助成
事業／
　保健福祉課　保健衛生Ｇ
　☎３５－２１１１（内線１69）

肺炎球菌予防接種、インフルエ
ンザ予防接種、新型コロナウイ
ルス予防接種、帯状疱疹予防接
種の費用の一部を助成します。

6５歳以上の高齢者
（※予防接種の種類に
よって年齢が限定さ
れているなどその他
要件あり）

一部助成

運転免許証自主返納支援事業／
　町民税務課　生活安全Ｇ
　☎３５－２１１１（内線１３１）

運転免許証を自主返納さ
れた6５歳以上の方にタク
シー券を配布します。

運転免許証を自主返
納された6５歳以上の方

タクシー利用券
２万円分（５００円×
４０枚）

介護（予防）支援
事業名／問合せ先 概　　要 対　　象 金　額　等

介護用品支給事業／
　保健福祉課　福祉介護Ｇ
　☎３５－２１１１（内線１6５）

居宅において高齢者等を介
護している場合に介護用品
を支給し援助するものです。

本人が非課税で要介
護認定を受けた方（要
支援２、要介護１～５）、
身体障がい者手帳（１・
２級）、療育手帳Ａ所持
者、医療的ケア児

非課税世帯：
� 月額５,０００円
課税世帯：
� 月額２,０００円

配食サービス
（大石田町食の自立支援事業）／
　保健福祉課　福祉介護Ｇ
　☎３５－２１１１（内線１6５）

一人暮らしの高齢者等を対
象に月２回程度、ご自宅に
お弁当を配達します。

一人暮らしで見守り
が必要な高齢者等

１食7５０円
（自己負担１食２００円）

いきいき百歳体操／
　保健福祉課　福祉介護Ｇ
　☎３５－２１１１（内線１6５）

元気な１００歳を目指して介護
予防（軽体操と仲間づくり）
のためにみんなで行う体操です。

どなたでも なし（自己負担なし）

高 齢 者 支 援

そ の 他 支 援
事業名／問合せ先 概　　要 対　　象 金　額　等

猫不妊・去勢手術費
補助金交付事業／
　町民税務課　生活安全Ｇ
　☎３５－２１１１（内線１３１）

飼い猫・飼い主のいない猫
の避妊手術に要する費用の
一部を補助します。

町内に住所を有し、飼
い猫・飼い主のいない
猫に動物病院で獣医
師による避妊手術を
受けさせる方

メス：上限１万円
オス：上限５,０００円
飼い猫の場合は、補
助対象経費の１/３
（１００円未満切り捨て）
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